
 （1）入札の方法 電子入札システム（以下「システム」という。）を使用して入札を行うこと。（事務取扱は、福山市電子
入札実施要領（以下「要領」という。）による。）
ただし、要領第４条第２項の規定に該当する場合は、同条項の定めに従い市の承認を得て、書面に
よる入札を行うことができる。

 （2）入札保証金 免　　　除

 （3）入札違約金 落札者が契約を締結しないときは、落札金額（落札者が落札の際に入札した金額の100分の110に
相当する金額）の100分の5に相当する金額を違約金として納入のこと。

 （4）契約保証金 契約金額の10分の1以上を納付。ただし、調査基準価格未満の価格で契約を締結する者について
は、10分の3以上を納付すること。
なお、利付国債の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代
えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し又は履行保証保険契約の締結を
行った場合は、契約保証金の納付を免除する。

 （5）入札書の提出方法
　　　について

① 次のとおり取扱うものとする。なお、開札時の立会は、任意とするが当該入札者に関係のない者の
立会は認めない。

・ 指定した入札書受付期間（原則、連続する２日間とする｡以下同じ。）にシステムを使用して３桁のく
じ番号を記載した入札書を提出すること。

・ 要領で定める手続により書面参加に変更した者は、指定した入札書受付期間に次の事項を記載し
た封筒に代表者印（届出済代理人の場合は受任者印）を押印し、３桁のくじ番号を記載（くじ番号の
記載のない場合は「００１」と記載されたものとする。）した入札書を封入して契約担当課へ持参のう
え提出すること。

ａ 提出者の商号又は名称
ｂ 入札書が在中している旨
ｃ 当該入札等に係る建設工事等の名称及び開札日

② 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算し
た金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価
格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問
わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

 （6）工事費内訳書に ① 入札書に工事費内訳書（以下｢内訳書｣という。）を添えて提出すること。
　　　ついて ② 次に該当する場合は、入札を無効とする。

・ 内訳書が提出されていない場合
・ 内訳書に記名押印がない場合（システムで提出する場合は押印不要）
・ 内訳書に工事名の記載がない場合（工事名に著しい誤りがあり、工事の特定が困難な場合を含

む。）

・ 内訳書の合計金額と入札金額が異なる場合
・ 内訳書に記載すべき項目の記載がない場合（値引き、端数処理その他積算の根拠が不明瞭な記

載がある場合を含む。）

③ 様式は、福山市が指定するＵＲＬ（インターネット上の場所）からダウンロードしたExcelファイルを使
用し、入札書をシステムで提出する際、システムの機能により添付を行い提出すること。

ただし、要領で定める手続により書面参加に変更した者は、入札年月日及び商号又は名称を記入
し、代表者印（届出済代理人の場合は受任者印）を押印した書面を入札書を封入する封筒（封筒へ
は、内訳書が在中している旨を記載）に同封して提出すること。

 （7）落札者の決定方法 価格その他の条件が本市にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者として決定する
総合評価方式の工事であり、予定価格の制限の範囲内であり、かつ価格による失格基準以上であ
る者のうち、（9）①の総合評価の方法によって得られた数値（以下「評価値」という。）の最も高い者
を落札候補者として入札参加資格の審査を行い、資格を有すると認めた場合は、その者に落札決
定する。ただし、調査基準価格未満の価格で入札した者のうち、（12）の低入札価格調査において
失格又は無効となった者については、落札候補者となることができない。

落札候補となるべき評価値の最も高い者が２者以上あるときは、電子入札システムの電子くじによ
るくじ引きによって選ばれた者を落札候補者とする。

 （8）技術資料等の提出 入札公告に定める期間、内容及び方法により技術資料等を提出すること。

入 札 条 件　（総合評価方式（特別簡易型））



 （9）総合評価の方法 ① 評価の方法は、入札書が無効でない者について、標準点の１００点に加算点（各評価項目の得点の
合計を５０点に換算する。）を加えた点数を当該入札者の入札価格で除す次式で得られた数値を
もって行うものとする。

　　技術評価点＝標準点＋加算点
　　評価値＝技術評価点／入札価格×１０，０００，０００ （小数第４位以下切捨て）

② 加算点の最高得点は、５０点とし、次の評価項目について評価を行う。
(ア)　企業の施工能力
(イ)　配置予定技術者の能力
(ウ)　地域精通性
(エ)　企業の社会貢献度

 （10）評価の基準 （9）②の(ア)から(エ)の評価項目は工事ごとに入札公告で定めるものとし、それぞれの評価項目に
ついて評価を行い、各々評価点を算出し、満点の合計点を５０点満点に換算する。

 （11）主任技術者又は監
理技術者の専任配置の特
例

① 本工事に配置する監理技術者が建設業法（昭和24年法律第100号。以下「建設業法」という。）第26
条第3項第2号（以下「専任特例2号」という。）の規定の適用を受ける場合は、次の1)～8)の要件を
全て満たさなければならない。

1) 専任特例2号による監理技術者の職務を補佐する者（以下「監理技術者補佐」という。）を専任で配
置すること。

2) 監理技術者補佐は、次のいずれかに該当する者である必要がある。ただし、建設工事の種類が、
機械器具設置工事、さく井工事、消防施設工事又は清掃施設工事の場合は、イに限る。
ア 請け負った建設工事の種類にかかる主任技術者の資格を有する者（法第七条第二号イ、ロ又は
ハに該当する者）のうち、一級の技術検定の第一次検定に合格した者。（一級施工管理技士補、当
該建設工事の種類に応じて指定された検定種別に限る。）
イ 請け負った建設工事の種類にかかる監理技術者の資格を有する者。

3) 監理技術者補佐は、入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。

4) 同一の専任特例2号の適用を受ける監理技術者が配置できる工事の数は、本工事を含め同時に２
件までとする。

5) 専任特例2号の適用を受ける監理技術者が兼務できる工事は、福山市域内の工事でなければなら
ない。

6) 専任特例2号の適用を受ける監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び
主要な工程の立会等の職務を適正に遂行しなければならない。

7) 専任特例2号の適用を受ける監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制である
こと。

8) 監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。

② 本工事に配置する主任技術者又は監理技術者が他の専任配置の特例を適用する場合は、「監理
技術者制度運用マニュアルについて」（平成16年3月1日付け国総建第316号）等で定める「監理技
術者制度運用マニュアル」（以下、「監理技術者マニュアル」という。）によるものとする。

 （12）低入札価格調査 ① 調査基準価格未満の価格であり、かつ価格による失格基準以上の価格で入札をした者が評価値の
最も高い者（以下「調査対象者」という。）となった場合は、福山市建設工事総合評価方式試行要綱
に定める低入札価格調査を実施する。

② 市長は、調査対象者に対して、別に指定する日時までに次の様式を持参により提出するよう依頼す
る。また、必要により追加の資料の提出を求める場合がある。なお、調査対象者が指定日時までに
様式を提出しない場合や調査を辞退した場合には、当該入札を無効とするものとする。

・ 低入札価格調査書類提出書（様式第１号）

・ 低入札価格調査制度用工事費内訳書（様式第２号）

・ 労務賃金調書（様式第３号）

③ 低入札価格調査の結果、調査対象者が当該契約の内容に適合した履行がされないおそれ等がな
いことが確認できた場合に、調査対象者を落札候補者として入札参加資格の審査を行う。

④ 低入札価格調査を経て、調査対象者を落札者とした場合には、市長は、落札者に対して契約締結
時に福山市建設工事総合評価方式試行要綱に定める次の措置を講ずる。
(ア)　契約保証金の額は請負代金額の１０分の３以上とする。
(イ)　受注者の責めに帰すべき事由等により契約解除が行われた場合に受注者が支払う違約金
　　の額を請負代金額の１０分の３とする。



(ウ)　契約不適合責任の存続期間を、工事目的物の引渡しを受けた日から起算して４年（設備機
　　器本体等の契約不適合にあっては、２年）以内とする。
(エ)　請負代金額５，０００万円以上の工事の場合においては、監理技術者（専任特例2号の適
　　用を受ける監理技術者の場合にあっては、専任特例2号の適用を受ける監理技術者及び監理
　　技術者補佐）又は主任技術者とは別に、これらと同等程度の技術者（以下「低入札技術者」と
　　いう。）を専任で１名配置しなければならないこととする。また、低入札技術者は現場代理人を
　　兼ねることはできないこととする。なお、低入札技術者の要件は、技術者に求める経験を除
　　き、入札公告で定める配置予定技術者の要件（直接的かつ恒常的な雇用関係を含む。）と同
　　一とする。
(オ)　請負代金額５，０００万円未満の工事の場合、監理技術者（専任特例2号の適用を受ける監
　　理技術者の場合にあっては、専任特例2号の適用を受ける監理技術者及び監理技術者補佐）
　　又は主任技術者は現場代理人を兼ねることができない。
(カ)　工事期間内に、予告無く施工体制等を確認するための立入点検を実施する。

⑤ 低入札価格調査を経て契約を締結した工事（以下「対象工事」という。）において、受注者が下請工
事を発注する場合には、受注者は原則として低入札価格調査において予定していた下請契約の相
手方及び内容で発注しなければならない。

⑥ 対象工事において、受注者がやむを得ず低入札価格調査において予定していた下請契約の相手
方又は内容を変更して下請工事を発注する場合には、受注者は「下請負契約の変更に関する理由
書」をあらかじめ市長に届け出なければならない。

⑦ 市長は、対象工事の契約後に、不適切な施工体制等を確認した場合、もしくは下請契約の相手方
の変更に関する理由がやむを得ないと認められる合理性を備えていないと認めた場合には、受注
者に対し是正措置の請求や指名除外等の必要な措置を講じることができるものとする。

 （13）専任補助者について

請負代金額４，５００万円以上（建築一式工事の場合は９，０００万円以上）の工事で「専任補助者試
行案件」としている案件については、監理技術者又は主任技術者のほかに専任補助者１名の配置
を認める。この場合、両者とも技術者の資格要件を満たす者でなければならないが、技術者に施工
経験を求める案件の施工経験については、専任補助者のみが満たすことで足るものとする。
また、配置予定専任補助者は、入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者でなければな
らない。
なお、専任補助者を配置する場合、落札候補者は、専任補助者名を記載した資格要件確認書類を
提出するものとする。
総合評価方式における「配置予定技術者の能力」について、専任補助者を配置する場合は、専任
補助者を評価するものとする。

 （14）工期又は請負代金
の額に影響を及ぼす事象
に関する情報の通知につ
いて

落札者は、建設業法第20条の2第2項の規定に基づき、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事
象が発生するおそれがあると認めるときは、落札決定から請負契約を締結するまでに、契約担当課
に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知すること。

 （15）契約締結について 落札者は、落札決定の通知を受けた日から５日以内に契約を締結するものとし、議会の議決が必
要な場合には落札決定の通知を受けた日から５日以内に仮契約を締結し、議決後本契約を締結す
るものとする。
なお、仮契約を締結した後、本契約を締結するまでの間に福山市建設工事等指名除外要綱に規定
する指名除外等の措置を受けたときは、仮契約を解除することができるものとする。

 （16）設計図書等の確認
　　　について

本市が指定するＵＲＬからダウンロードすること。または、指定する期間内に契約担当課に配付の申
込みを行い、データを受領すること。

 （17）前払金 契約金額が130万円以上の工事請負契約を対象とし、その前払額は、契約金額の４割以内とする。

 （18）中間前金払と部分
　　　払の選択

請求時に中間前金払によるか、又は部分払によるかを選択し、請求後の変更は認めない。ただし、
債務負担行為等に係る契約については、各会計年度ごとに選択できるものとする。

 （19）部分払 福山市契約規則第15条及び福山市建設工事執行規則第46条による。

 （20）監理技術者等の途
中交代について

監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者（以下「監理技術者等」という。）の工期途中での交
代が認められる場合には、監理技術者等の死亡、傷病、被災、出産、育児、介護、退職等の場合の
ほか次の①から②までに掲げる場合等、発注者との間で合意があった場合とする。
なお、交代後の監理技術者等は交代前の者と同等以上の技術力を有する者であること。

① 受注者の責めによらない契約事項の変更に伴う場合
②工場から現地へ工事の現場が移行する場合

 （21）特記事項

・ 公正な入札の確保に努めるため、入札者は次に掲げる事項を遵守しなければならない。

① 入札者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54号）等に抵触
する行為を行ってはならない。

② 入札者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札者と入札価格又は入札意思につい
ていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。

③ 入札者は、落札者の決定前に、他の入札者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。

④ 入札者は、市が談合情報等による調査を行う場合には、これに協力しなければならない。

・ 入札者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができない
と認められるときは、当該入札者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめ
ることがある｡

また、本市が入札談合に関する情報を入手した場合において、市の事情聴取等の結果、

公正な入札の確保等



(ア)　明らかに談合の事実があったと認められる証拠を得た場合には、談合情報対応マニュアルに
基づき、入札執行の延期若しくは取りやめ又は無効とする。

(イ)　明らかに談合の事実があったと認定できないが、談合の疑いが払拭できない場合には、談合
情報対応マニュアルに基づき、入札を無効とすることがある。

① 受注した工事が週休２日適用工事（発注者指定型）の場合は、工事着手までに監督員に対し、「現
場代理人及び主任技術者等指名（変更）届」により、実施する週休２日の区分について申し出るとと
もに、現場閉所（現場休息）計画表兼実績表（様式１）（以下「計画表」という。）を提出するものとす
る。
　② 受注した工事が週休２日適用工事（受注者希望型）の場合は、工事着手までに監督員に対し、「現
場代理人及び主任技術者等指名（変更）届」により、週休２日実施の有無及び実施する週休２日の
区分について申し出るとともに、実施する場合は計画表を提出するものとする。なお、工事着手前に
週休２日を実施しない旨を申し出た場合は、工事着手後の週休２日を実施する旨の申出は受け付
けないものとする。

③ 週休２日適用工事の実施に当たり、週休２日を理由とする工期延長は認めないものとする。

・ 設計金額3，500万円以上の工事で「情報共有システム利用対象工事」としている工事については、
原則、情報共有システムを利用すること。なお、工種によっては、当初の契約金額500万円以上で利
用対象工事となる場合があるので、設計図書を確認すること。

・ 工事用資材等については、地場製品の積極的な活用に努めるものとする。

・ 本工事により発生する建設廃材等の産業廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45
年法律第137号）に基づいて適正に処理し、工事完成時には、「廃棄物処理票」を監督員に提出す
ること。

・ 受注者は、受注時又は変更時において工事請負代金額が５００万円以上の工事について、工事実
績情報サービス（コリンズ）に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として「登録のため
の確認のお願い」を作成し、監督員に確認の上、受注時は契約締結の日から土曜日、日曜日、祝
日、年末年始等の閉庁日（以下「閉庁日」という。）を除き１０日以内に、登録内容の変更時は変更
があった日から閉庁日を除き１０日以内に、完成時は工事完成後、閉庁日を除き１０日以内に、訂
正時は適宜登録機関に登録しなければならない。
ただし、「緊急維持修繕事務処理要領」又は「福山市災害応急対策協力事業者制度」に基づく工事
である場合は、受注・変更時の「登録のための確認のお願い」の作成及び登録機関への登録を省
略できるものとする。
なお、変更登録時は、工期、技術者に変更が生じた場合に行うものとし、工事請負代金のみ変更の
場合は、原則として登録を必要としない。
また、登録機関発行の「登録内容確認書」が届いた場合、直ちに監督員に提出しなければならな
い。加えて、変更時と工事完成時の間が、閉庁日を除き１０日間に満たない場合は、変更時の提出
を省略できるものとする。

・ 契約金額が500万円（建築一式工事の場合は1，500万円）以上の工事の落札者は、契約の日に有
効な総合評定値通知書の写しを持参すること。なお、通知書の有効期限は審査基準日（決算日）か
ら1年7カ月以内である。

・ 暴力団等から不当介入を受けた場合は、被害届を速やかに警察に提出するとともに、その旨を直ち
に報告すること。

・ 下請建設業者に対する請負代金の設定については、施工責任範囲、施工条件等を反映した合理
的なものとするとともに、見積及び協議を行う等の適正な手順によることにより、適正に行われるよ
うにすること。

・ 中小建設業者に対する取引条件の適正化及び資金繰りの安定化等に資するため、下請契約にお
ける注文者は、下請契約における受注者に対しては、発注者から受け取った前払金により現金比
率の改善、手形期間の短縮等請負代金支払の適正化について配慮すること。

・ 本工事の施工に際して、やむをえず工事の一部（主体的部分を除く。）を第三者に請け負わせようと
する場合は、極力市内に本店を有する業者に発注するものとする。

・ 下請契約を締結する際に、材料費、労務費、法定福利費の事業主負担額、建設業退職金共済制度
の掛金及び安全衛生経費（以下「材料費等」という。）を内訳明示した見積書の提出があった場合
は、その材料費等を考慮するよう努めること。

・ 契約金額が300万円以上の工事の落札者は、金融機関が発行する発注者用掛金収納書（以下「収
納書」という。）を工事契約締結後1カ月以内に市長に提出すること。なお、この期間内に収納書を
提出できない特別の事情がある場合には、あらかじめその事由及び証紙購入予定を申し出ること。

・ 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号。以下「法」という。）第9
条第1項に規定する「対象建設工事」（下記＜対象建設工事の定義＞参照）を請け負おうとする者
は、法第12条第1項に基づき、法第10条第1項第1号から第5号までに掲げる事項について記載した
書面を交付して説明すること。
また、請負契約の当事者は、法第13条及び特定建設資材に係る分別解体等に関する省令（平成14
年国土交通省令第17号。以下「省令」という。）第7条に基づき、①分別解体等の方法、②解体工事
に要する費用、③再資源化等をするための施設の名称及び所在地、④再資源化等に要する費用
について、請負契約に係る書面に記載し、署名又は記名押印して相互に交付すること。
このため、対象建設工事の落札者は、次の事項に留意し、発注者（工事担当課）に対して、「法第12
条に基づく書面」を提出し、法第10条第1項第1号から第5号までに掲げる事項について説明するとと
もに、「法第13条及び省令第7条に基づく書面」を提出し、確認を受けた上で、落札決定の通知を受
けた日から5日以内に契約担当課へ提出すること。
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・ 本市発注の建設工事の施工に伴い、通常避けることができない地盤沈下、振動等により建物等に
損害等が発生した場合において適正な処理を図るための事務処理は次による。

① 原因調査は、申出をした者の立会いのもとに、本市と請負業者が行うものとする。

② 補償交渉は、本市と請負業者が協力して行い、処理解決に当たるものとする。

③ 本市から応急措置の指示があった場合は、直ちに応急措置を講ずるものとする。

④ 本市と受注者が負担する補償金の割合については、総額が請負金額の１００分の１に相当す
　　る額 （以下「負担限度額」という。）以下のときは、受注者が補償金の総額を負担するものと
　　し、負担限度額を超えるときは、本市が負担限度額を超える額を負担するものとする。

⑤ その他必要な事項は福山市建設工事損失補償事務特記仕様書による。

 （22）その他 ・ 工事場所、その他必要事項は設計図書等において説明するとおりとし、入札条件、入札心得を承諾
のうえ入札すること。

・ 落札者は、入札参加申請時に配置予定技術者として記載した者を当該工事の現場に配置するこ
と。

・ 「年度」とは、毎年４月１日から翌年３月３１日までの１年間の期間である。

・ この工事の予算措置について、議会の議決を得られなかったときは、この公告に基づく入札手続は
中止し、その場合、本市は入札参加者の被った損害を賠償する責を負わない。

○ダンプトラック等による過積載等の防止に係る留意事項

1  工事用資機材等の運搬において、過積載にならないようにすること。

6  下請契約の相手方又は資材納入業者の選定に当たっては、交通安全に関する配慮に欠けるもの又は業務に関しダンプトラック
等によって悪質かつ重大な事故を発生させたものを排除すること。

7  上記事項について、下請業者を指導すること。

2　過積載を行っている資材納入業者には、資材の搬入を行わせないこと。

3  さし枠装着又は物品積載装置の不正改造をしたダンプカーが工事現場に出入りすることのないようにすること。

4  資材等の過積載を防止するため、資材の購入等に当たっては、資材納入業者等の利益を不当に害することのないようにするこ
と。

5  土砂等を運搬する大型自動車による交通事故等の防止等に関する特別措置法（昭和42年法律第131号）の目的に鑑み、
　同法第12条に規定する団体等の設立状況を踏まえ、当該団体等への加入者の使用を促進すること。

＜対象建設工事の定義＞

「対象建設工事」とは、次の（ア）に示す特定建設資材を使用した若しくは使用する予定又は特定建

設資材の廃棄物が発生する（イ）の工事規模の建設工事をいう。

（ア）特定建設資材（1品目以上）

① コンクリート

② コンクリート及び鉄から成る建設資材

③ 木材

④ アスファルト・コンクリート

（イ）工事規模

［工事の種類］ ［規模の基準］

・建築物解体工事 ～ 床面積の合計 80㎡以上

・建築物新築・増築工事 ～ 床面積の合計 500㎡以上

・建築物修繕・模様替工事 ～ 契約金額 1億円以上

・建築物以外の工作物工事 ～ 契約金額 500万円以上

（注）解体・増築の場合は、各々解体・増築部分に係る床面積をいう。

工事損失補償事務につ
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